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メンバー：野洲市長

国土交通省近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所長

滋賀県総合企画部管理監

滋賀県土木交通部南部土木事務所長

野洲市自治連合会北野学区自治連合会長

野洲市商工会長

野洲市観光物産協会長

メンバー：野洲市政策調整部

野洲市都市建設部

国土交通省近畿地方整備局
琵琶湖河川事務所

滋賀県総合企画部高専設置準備室

その他関係者（必要に応じて）

■推進体制（案）
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■取組内容（案）

○ 「かわまちづくり」支援制度実施要綱『第６「かわまちづくり計画」の作成等』に基づき、かわまち

づくり計画を作成する。具体的な内容は、以下の内容とする。

（１）水辺とまちづくりに関する基本方針、地域活性化や賑わいあるまちづくりに資する定量的目標

（２）支援事業の内容（ソフト施策、ハード施策）

（３）推進体制

（４）準則２２による都市・地域再生等利用区域の指定に関する取組

（５）維持管理計画

（６）その他特筆すべき事項

なお、かわまちづくり計画の登録申請に必要な各種様式等は、「かわまちづくり」支援制度実施要綱

に基づき、庶務において作成する。

様式１ 申請書

様式２ かわまちづくりの概要

様式３ ソフト施策の個別施策計画書

様式４ ハード施策の個別整備計画書

様式５ 維持管理計画書
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